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令和元年１２月２７日 

〇規則 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 



 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

  令和 元 年１２月２７日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第３７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

小田原市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和５０年小田原市規則第２２ 

号）の一部を次のように改正する。 

第６条に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、当該書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することが

できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

第６条第２号中「被害」を「貸付申請者及びその者と同一の世帯に属する者全員（条

例第１４条の保証人を立てる場合にあっては、貸付申請者及びその者と同一の世帯に属

する者全員並びに保証人）の被害」に、「前々年とする。以下この号において同じ。）

において他の市町村に居住していた貸付申請者にあっては、当該世帯の前年」を「、前 

々年）」に、「当該市町村長」を「市町村長」に改める。 

第１２条第１項中「を市長」を「に、災害、盗難、疾病、負傷等により支払猶予を必

要とする事情を証する書類を添えて、市長」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、当該書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することが

できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

第１３条第１項中「を市長」を「に、災害、盗難、疾病、負傷等により支払免除を必

要とする事情を証する書類を添えて、市長」に改める。 

第１４条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、当該書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することが

できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

第１４条第１項に次の１号を加える。 

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類 

 様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

 （表） 

災害援護資金貸付申請書              

年  月  日  

 

 小田原市長     様 

申 請 者 氏 名        ◯印  

（保証人を立てる場合）         

連帯保証人 氏 名        ◯印  

 次のとおり、災害援護資金の貸付けを受けたいので、申請します。 

被 災 日 時  災 害 名  

被 害 の 種 類  被 害 場 所  

申 請 額  
返還方法及び 
返還予定年月 

 

申 
 
 
 
 
 
 

請 
 
 
 
 
 
 

者 

ふ り が な 
氏 名 

 生 年 月 日  

現 住 所 

〒 
電 話 番 号 

 

本 籍  
勤務先の名称及び 
所 在 地 

職 業   

世 帯 の 状 

況 と 収 入 

氏 名 
世帯主と
の 続 柄 

年齢 健否 職 業 
収入 

（ 月 収 ） 
勤 務 先 ・ 
学 校 名 

       

       

       

       

       

       

収 入 合 計  支 出 合 計  

資産の状況 

土 地  住居の状況  

建 物  生 活 保 護  

負 債    

（
保
証
人
御
自
身
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）
） 

連
帯
保
証
人 

氏 名  生 年 月 日  

現 住 所  本 籍 地  

職 業  月 収  申 請 者 と の 関 係  家 族 数  

資

産 

土 地  勤

務

先 

名 称  

建 物  所 在 地  



 

 （裏） 

この災害の前１月以内に被災したことの有無

及びその状況 
 

この災害により世帯主が死亡又は重度障害者

となった事実の有無 
 

使

途 

資
金
の 

資金の使い方    総額       円 資金の内訳              円 

  

被

害

の

状

況 

被災時の具体的状況  負 傷  

住 居 の 被 害  

家

財

の

被

害 

品 名 
現 在 購 入 に 

要 す る 費 用 
被 害 額 品 名 

現 在 購 入 に 

要 す る 費 用 
被 害 額 

和 だ ん す   テ レ ビ   

整 理 だ ん す   ラ ジ オ   

洋 服 だ ん す   時 計   

鏡 台   腕 時 計   

テーブル・椅子   畳（ 畳中で   

畳が被害） 

  

本 箱 ・ 本 棚     

食 器 ・ 戸 棚   障 子   

食卓・ちゃぶ台   ふ す ま   

げ た 箱   パ ソ コ ン 類   

照 明 器 具   小 計   

じ ゅ う た ん   その他被害のあった家財 

エ ア コ ン   
品 名 

現 在 購 入 に 

要 す る 費 用 
被 害 額 

扇 風 機   

石油ストーブ      

こ た つ      

冷 蔵 庫      

炊 飯 器      

洗 濯 機      

掃 除 機      

ミ シ ン      

ア イ ロ ン   小 計   

自 転 車   合 計   

災害援護資金の貸付け、償還金の支払の猶予又は償還未済額の償還の免除の決定につ

いて判断するために必要があるときは、私の収入又は資産の状況その他必要な事項につ

いて、小田原市の公簿等を職権にて閲覧等をすること及び官公署に対し必要な文書の閲

覧又は資料の提供を求めることに同意します。 

 

     年  月  日         
 

申 請 者 氏 名               ◯印  
 

（保証人を立てる場合）        

連帯保証人 氏 名               ◯印 

 

※収入のある世帯員は、適宜余白等に署名及び押印をしてください。 
 



 

様式第４号中 「貸 付 番 号」 を 
「 貸 付 番 号 

貸 付 金 額 」 
に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


